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個別施設 
計画 

【国】 【地方】 

第１章 計画の背景と目的等 

１－１ 計画策定の背景 

玉城町（以下「本町」という。）が保有する建築物や道路、橋梁、上下水道などの公共施設（以

下「公共施設等」という。）は、老朽化が進んでおり、厳しい財政状況が続くなか、今後多額の維

持・修繕及び更新費用が必要となることが予測されます。 

国においては、平成 25 年（2013）11 月に「インフラ長寿命化基本計画」を策定し、地方公

共団体においても行動計画及び個別施設ごとの具体的な対応方針を定める個別施設計画を策定す

ることとされました。 

平成 26 年（2014）4 月には総務省より地方公共団体版の行動計画となる「公共施設等総合

管理計画の策定にあたっての指針」が示され、地方公共団体において、公共施設等の現況を把握

するとともに、総合的・計画的な管理に関する基本的な方針などを定める計画の策定が求められ

ました。 

このような背景のもと、本町においても、長期的な視点で公共施設等の更新・統廃合・長寿命

化などを計画的に進めるための指針となる「玉城町公共施設等総合管理計画」を平成 29 年

（2017）3 月に策定したところです。 

玉城町個別施設計画（以下「本計画」という。）は、この「玉城町公共施設等総合管理計画」に

基づき、施設ごと（学校系教育施設、子育て支援施設、保健・福祉施設、町民文化系・社会教育系

施設、スポーツ・レクリエーション施設、行政系施設）のより具体的な対策の内容等を定めるた

め、策定するものです。 

 

図表 1-1 各計画の関係 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

今後は、個別施設計画の策定に伴い、個別施設計画に記載した対策の内容等を公共施設等総合

管理計画へ反映させるなど、公共施設等総合管理計画の不断の見直し・充実を図っていくものと

します。  
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１－２ 計画の目的 

本計画は、平成 29 年（2017）3 月に策定された「玉城町公共施設等総合管理計画」に基づ

き、玉城町が保有する公共施設を対象として、現地調査等を踏まえて劣化状況を把握するととも

に、ライフサイクルコストを勘案しながら、将来の公共施設等の基本方針を検討し、公共施設等

個別施設計画を策定するものです。 

 

１－３ 計画期間 

個別施設計画の上位計画である「玉城町公共施設等総合管理計画」は長期的な見通しを踏まえ

つつ計画期間を平成 29 年度（2017）から令和 38 年度（2056）までの 40 年間としていま

す。 

本計画の計画期間は、「玉城町公共施設等総合管理計画」と連動するため、令和 3 年度（2021）

から概ね 40 年間を見通すものとします。 

但し、社会情勢の変化等の変化が生じた場合、必要に応じて見直しを行うこととします。 

 

１－４ 計画対象施設 

 本計画＜保健・福祉施設編＞で対象とする施設は、下表 12～13 番に示す２施設です。 

 

図表 1-2 計画対象施設 

施設類型 施設名 延床面積（㎡） 

学校教育系施設 

1 外城田小学校 4,212 

 2 田丸小学校 5,553 

 3 有田小学校 3,618 

 4 下外城田小学校 3,473 

 5 玉城中学校 7,080 

子育て支援施設 

 6 田丸保育所 1,413 

 7 外城田保育所 1,330 

 8 下外城田保育所 811 

 9 有田保育所 890 

10 さくら児童館 381 

11 梅がおか児童館 232 

保健・福祉施設 
12 保健福祉会館 2,247 

13 ふれあいホール 870 

町民文化系・社会教育系施設 
14 中央公民館 1,152 

15 村山龍平記念館 678 

スポーツ・レクリエーション施設 16 玉城町体育センター 1,339 

行政系施設 17 玉城町役場 3,084 
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１２．保健福祉会館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１３．ふれあいホール 
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第２章 基本方針の設定 

２－１ 玉城町の概要 

１．玉城町の概要 

本町は伊勢平野の南部にあって、東は伊勢市に、西は多気町に接し、南は国束（くづか）山

系をへだてて度会町に、北は明和町に接しています。古来より伊勢参宮の宿場町、世界遺産熊

野古道の街道起点をなす要衝として栄えてきました。現在はＪＲ参宮線田丸駅が町の中央にあ

り、南方には伊勢自動車道が走り玉城ICが位置しています。 

本町では豊かな自然環境を活かし、稲作や野菜をはじめ多彩な農産物が生産されており、ま

た、畜産も盛んになってきています。さらに、町内には大規模な工場が立地しており、町外在

住の就業者が多くなっているなど、町内外から人が行き交う活力のあるまちとなっています。 

 

図表 2-1-1 玉城町の位置 

 

玉城町 
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２．人口 

（１）総人口の推移と見通し  

本町の総人口は平成 27 年（2015）10 月 1 日現在 15,431 人となっています。昭和 55

年（1980）からの推移をみてみると増加傾向にあります（32.5％の増加）。  

 

図表 2-1-2 総人口の推移（国勢調査）  

 S55 

(1980) 

S60 

(1985) 

H2 

(1990) 

H7 

(1995) 

H12 

(2000) 

H17 

(2005) 

H22 

(2010) 

H27 

(2015) 

S55→H27 

増減率 

総人口(人) 11,643 12,141 12,348 13,313 14,284 14,888 15,297 15,431 32.5% 

（出典：国勢調査） 

 

 

 しかし、国立社会保障・人口問題研究所（以下「社人研」という。）の人口推計（平成 30 年

（2018）3 月推計）によると、本町の人口は令和 2 年（2020）をピークに今後減少してい

くものと推計されています。  

 

図表 2-1-3 総人口の推移と推計（社人研推計）  

 

 

（出典：国立社会保障・人口問題研究所） 

  

実績値← →推計値 
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年齢 3 区分別人口の推移をみると、老年人口が増加を続けています。平成 27 年（2015）

においては、高齢化率（老年人口比率）は 25.9％となっています。年少人口は昭和 60 年（1985）

をピークに減少傾向となっています。平成 12 年（2000）には年少人口と老年人口が逆転す

るなど少子高齢化が進展しています。  

  

図表 2-1-4 年齢３区分別人口の推移 

 
S55 

(1980) 

S60 

(1985) 

H2 

(1990) 

H7 

(1995) 

H12 

(2000) 

H17 

(2005) 

H22 

(2010) 

H27 

(2015) 

年少人口(人) 

【15歳未満】 

2,574 2,634 2,416 2,375 2,450 2,466 2,444 2,300 

(22.1%) (21.7%) (19.6%) (17.8%) (17.2%) (16.7%) (16.0%) (15.1%) 

生産年齢人口(人) 

【15～64歳】 

7,660 7,976 8,192 8,694 9,177 9,167 9,367 9,011 

(65.8%) (65.7%) (66.3%) (65.3%) (64.2%) (62.0%) (61.3%) (59.0%) 

老年人口(人) 

【65歳以上】 

1,409 1,531 1,740 2,244 2,657 3,142 3,475 3,956 

(12.1%) (12.6%) (14.1%) (16.9%) (18.6%) (21.3%) (22.7%) (25.9%) 

※不詳を除く。                                   （出典：国勢調査）  

  

図表 2-1-5 年齢３区分別人口の推移  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（出典：国勢調査）  
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社人研の推計によると今後とも年少人口は減少し続け、生産年齢人口は平成 27 年（2015）

をピークに減少に転じ、老年人口については増加していくものと推計されています。  

 

図表 2-1-6 年齢 3 区分人口比率の推計（社人研推計）  

 H27 

(2015) 

R2 

(2020) 

R7 

(2025) 

R12 

(2030) 

R17 

(2035) 

R22 

(2040) 

R27 

(2045) 

年少人口    (人) 

【15歳未満】 

2,300 2,131 2,015 1,947 1,872 1,818 1,760 

(15.1%) (13.8%) (13.1%) (12.9%) (12.6%) (12.5%) (12.4%) 

生産年齢人口(人) 

【15～64歳】 

9,011 8,945 8,820 8,513 8,122 7,618 7,237 

(59.0%) (57.9%) (57.5%) (56.2%) (54.6%) (52.3%) (51.2%) 

老年人口   (人) 

【65歳以上】 

3,956 4,366 4,503 4,682 4,893 5,122 5,151 

(25.9%) (28.3%) (29.4%) (30.9%) (32.9%) (35.2%) (36.4%) 

※平成 27年（2015）は、国勢調査による実績値。（不詳を除く。）       （出典：国立社会保障・人口問題研究所） 

 

図表 2-1-7 年齢 3 区分人口比率の推移と推計（社人研推計）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（出典：国立社会保障・人口問題研究所） 
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（２）総人口の見通し（玉城町人口ビジョン）  

「玉城町人口ビジョン」によれば、以下の取り組みにより本町の人口減少抑制を目指すとし

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 2-1-8 総人口の推移と見通し  
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実績値 ← → 推計値  

・「第５次玉城町総合計画（後期基本計画）」及び「玉城町総合戦略」を踏まえ、本町の雇用環

境や生活環境の充実、まちの魅力発信などにより、町内からの転出抑制、町外からの転入促

進を図る。 

・子育て環境や結婚支援を充実させ、結婚希望や出産希望が叶う社会づくりにより、本町で産

まれる子どもの数を増加させる。 

令和 22 年（2040）……15,096 人 

令和 42 年（2060）……14,344 人（国の推計値から約 1,500 人の人口減少抑制） 
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３.財政 

（１）歳入の推移 

本町の歳入は、平成 21 年度（2009）からの推移をみると、平成 25 年度（2013）は特

に多くなっていますが、その他の年度は概ね約 50～60 億円前後で推移しています。近年は

増加傾向にあります。  

歳入の内訳をみると、町税の割合が高く、近年は歳入の約 3～4 割を占めています。  

 

図表 2-1-9 歳入の推移 

  歳    入  
H21 

(2009) 
H22 

(2010) 
H23 

(2011) 
H24 

(2012) 
H25 

(2013) 
H26 

(2014) 
H27 

(2015) 
H28 

(2016) 
H29 

(2017) 
H30 

(2018) 

町税 1,913,664 1,907,005 2,066,728 1,947,839 1,985,024 2,064,446 2,040,356 1,972,820 2,034,532 2,169,602 

地方交付税 1,062,994 1,379,175 1,418,431 1,219,269 1,295,819 1,345,578 1,375,746 1,303,386 1,467,629 1,380,521 

その他一般財源  325,449 305,454 305,042 284,451 298,681 304,773 426,064 390,559 419,614 435,900 

地方債  370,000 363,900 529,200 414,100 1,367,000 429,600 431,500 419,100 492,300 447,600 

国庫支出金 675,451 883,585 543,945 495,675 494,173 528,638 574,048 579,862 585,603 576,794 

県支出金 290,387 374,716 380,148 407,609 348,525 359,167 392,386 453,744 445,781 420,881 

その他特定財源  392,868 420,445 462,785 469,340 1,079,782 809,360 842,181 873,824 883,230 950,815 

計 5,030,813 5,634,280 5,706,279 5,238,283 6,869,004 5,841,562 6,082,281 5,993,295 6,328,689 6,382,113 

（出典：市町村決算カード） 

 

図表 2-1-10 歳入の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：市町村決算カード） 

  

（単位：千円） 
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（２）歳出の推移 

 本町の歳出は、平成 21 年度（2009）からの推移をみると、平成 25 年度（2013）は特

に多くなっていますが、概ね約 50～60 億円前後で推移しています。近年は増加傾向にありま

す。  

歳出の内訳をみると、扶助費が増加傾向にあります。扶助費は少子高齢化の進展に伴い今後

とも増加するものと予想されます。  

  

図表 2-1-11 歳出の推移 

歳    出 H21 
(2009) 

H22 
(2010) 

H23 
(2011) 

H24 
(2012) 

H25 
(2013) 

H26 
(2014) 

H27 
(2015) 

H28 
(2016) 

H29 
(2017) 

H30 
(2018) 

人件費 939,714 902,243 924,608 883,510 843,132 829,825 822,659 837,503 827,335 865,664 

物件費 811,128 865,287 928,727 950,307 979,570 1,030,199 1,164,911 1,161,390 1,219,309 1,193,025 

維持補修費 33,953 44,660 32,166 34,283 35,954 46,582 39,210 41,482 48,328 41,863 

扶助費 389,070 579,177 612,154 601,490 609,892 692,757 727,678 782,509 752,656 802,229 

補助費等 1,149,127 853,498 907,078 900,053 2,234,352 1,219,173 1,153,781 1,204,393 1,174,297 1,306,306 

投資的経費 567,457 922,999 597,341 586,635 852,152 591,566 671,989 612,310 634,399 745,632 

公債費 506,207 503,878 497,210 489,182 452,566 450,193 443,006 418,059 424,123 412,934 

積立金 20,624 264,223 535,995 51,832 96,541 177,339 185,693 205,841 106,863 148,495 

投資及び出資金、
貸付金 65,500 15,500 15,500 22,800 15,555 15,500 15,500 15,500 15,500 19,500 

繰出金 342,908 397,389 412,823 435,133 448,045 489,371 524,855 541,457 536,253 530,052 

計 4,825,688 5,348,854 5,463,602 4,955,225 6,567,759 5,542,505 5,749,282 5,820,444 5,739,063 6,065,700 

（出典：市町村決算カード） 

 

図表 2-1-12 歳出の推移  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（出典：市町村決算カード） 

  

（単位：千円） 
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２－２ 個別施設の概要 

１．施設の運用状況・活用状況等の実態 

（１）対象施設一覧  

本計画の対象となる保健・福祉施設としては、保健福祉会館及びふれあいホールの２施設が

あります。 

 

図表 2-2-1 対象施設一覧 

施設名 
運営 

形態 
避難所 

延床面積

（㎡） 
棟名称 建築年 耐震基準 耐震補強 

保健福祉会館 直営 
指定緊急避難場所、

指定避難所 
2,247.47㎡ 保健福祉会館 平成 8年 新耐震 不要 

ふれあいホール 直営 
指定緊急避難場所、

指定避難所 
870.57㎡ ふれあいホール 平成 8年 新耐震 不要 

（出典：玉城町公共施設等総合管理計画） 

 

図表 2-2-2 利用者数の推移 

年度 
H22 

(2010) 

H23 

(2011) 

H24 

(2012) 

H25 

(2013) 

H26 

(2014) 

H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

R1                  

(2019) 

ふれあい 

ホール 

ふれあいホール 22,458 22,509 22,242 20,472 22,762 21,021 15,107 21,376 18,029 16,684 

ホール会議室 4,197 3,917 3,064 5,806 6,198 5,551 3,520 7,085 3,906 1,839 

保健福祉 

会館 

研修室・1 8,679 7,335 7,003 8,661 9,040 5,613 4,138 3,617 3,947 2,342 

研修室・2 6,701 6,106 5,858 6,636 7,000 5,931 3,968 3,535 4,377 2,865 

栄養指導室 1,535 2,310 1,869 2,558 2,364 1,939 1,728 1,949 1,585 1,185 

集団検診室 10,984 9,641 7,937 10,525 9,624 10,128 10,375 11,755 10,183 8,337 

健康・保健相談室 5,949 5,864 5,618 7,277 6,779 6,140 6,284 6,712 5,642 4,141 

相談室 692 1,139 697 984 822 497 420 900 688 364 

事務所 2 － － － － － － 2,185 2,471 1,953 1,778 

娯楽教養室 743 623 630 518 759 313 361 334 310 239 

幼児児童福祉室 6,339 6,443 7,101 5,406 5,150 6,071 6,411 6,631 6,998 5,906 

浴室（おふろサロン） 639 1,198 629 540 549 323 240 385 496 337 

ヘルストロン 10,003 7,729 5,792 6,302 6,255 3,905 3,771 3,613 4,856 7,915 

通所介護支援事業 

（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ） 
10,337 10,269 10,746 9,714 9,046 9,320 10,097 9,153 9,118 9,222 

夢工房たまき － － － － 2,985 2,671 2,612 2,581 2,473 － 

合計 89,256 85,083 79,186 85,399 89,333 79,423 71,217 82,097 74,561 63,154 

（出典：町調べ） 
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図表 2-2-3 利用者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（出典：町調べ） 
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図表 2-2-4 施設位置図（赤字が本編の対象施設） 

 

 

 

（２）施設関連経費の推移 

過去５年間の保健・福祉施設における施設整備費と施設管理費等を合計した施設関連経費

は、約1.9億円で、５年間の平均は約0.38億円/年となります。 

今後、保健・福祉施設整備に充てられる費用は、町全体の予算調整を行うなかで決定してい

くことになりますが、この0.38億円/年を後述する「3.4.今後の維持・更新コスト（従来

型）」における過去の施設関連経費として設定します。 

 

図表 2-2-5 施設関連経費の推移 

(円) 

年度 
H27 

（2015） 

H28 

（2016） 

H29 

（2017） 

H30 

（2018） 

R1 

（2019） 

H27～R1 

5年平均 

施設整備費 2,008,800 0 0 0 0 401,760 

その他施設整備費 1,537,920 90,647,640 0 0 0 18,437,112 

維持修繕費 1,018,803 1,485,306 5,078,664 3,244,456 5,036,384 3,172,723 

光熱水費・委託費 19,167,894 16,302,617 21,332,507 11,487,997 12,928,198 16,243,843 

合計 23,733,417 108,435,563 26,411,171 14,732,453 17,964,582 38,255,437 

5年間の合計 191,277,186 

（出典：町調べ） 
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※用語の定義 

施設整備費 ：新増築事業、改築事業、耐震化事業、大規模改修等に係る事業費 

その他施設整備費 ：上記に含まれないグラウンド整備、倉庫等の改修や整備に係る事業費    

維持修繕費 ：建物維持に係る消耗品費、部分補修等に係る経費 

光熱水費・委託費 ：上下水道・電気料等の他、消防設備、電気設備、防火設備点検、警備保障、植

栽維持管理、清掃等の委託に係る経費 

出典:学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書 

 

 

（３）施設の保有量 

対象施設の延床面積を建築年度別にみると、全ての建築物が築20年以上30年未満であり、

新耐震基準の建築物です。 

 

図表2-2-6 建築年次別保有面積 
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（４）今後の維持・更新コスト（従来型） 

施設にかかる将来更新費用を文部科学省の「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書付属

ソフト」を用いて試算すると、40年間にかかる更新費用の総額は約29.2億円となり、1年当

たりに換算すると毎年0.73億円の更新費用が必要となります。 

本町の保健・福祉施設に対する施設関連経費は、平成27年度（2015）から令和元年度

（2019）における５年間の平均額が0.38億円であり、年間約0.35億円の不足となり、施設

整備にかかるコストについて縮減していく必要があります。 

 
図表 2-2-7 今後の維持・更新コスト（従来型） 

 

 

※試算条件 

工種 周期 単価 

改築 50年 360,000円/㎡(※) 

大規模改造 20年 90,000円/㎡（改築単価×25%） 

・改築：工事期間 2年、実施年数より古い建物（築 50年経過）の改修を 10年以内に実施 

・大規模改造：工事期間 1年 

出典:学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書付属ソフト（文部科学省） 

(※）：「地方公共団体の財政分析等に関する調査研究会報告書 平成 23年 3月 財団法人 自治総合センター」、 
「公共施設等更新費用試算ソフト仕様書（平成 28年版）」）で示される単価 
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２．施設の老朽化状況の実態 

（１）構造躯体の健全性の評価及び構造躯体以外の劣化状況等の評価 

老朽化状況は、①躯体の健全性調査と②躯体以外の劣化状況調査の2つに分けて把握・評価

します。 

躯体の健全性は、耐震診断時の既存データから簡易診断を行い、躯体以外の劣化状況は、現

地調査により把握し、劣化度の算定・評価を実施し、劣化優先順位付けや、保全方針、基準の

見直しを行います。 

 

①躯体の健全性の調査方法 

長寿命化の実施方針を立てるには、施設ごとに構造躯体の健全性を評価する必要がありま

す。 

構造躯体の健全性の評価は、一般的には専門知識を有する技術者が現地調査や材料試験を行

ったうえで評価しますが、過去の耐震診断時の調査結果を用いる等、既存のデータを活用する

ことも有効であり、本計画においては、この方法を踏襲し、計画策定段階の判定は以下の通り

とします。 

 

・旧耐震基準の鉄筋コンクリート造の建物については、耐震診断報告書のコンクリート圧

縮強度のサンプル結果のうち、1つでも13.5N/㎟以下（※）のものがある建物は試算上の

区分を「改築」とします。 

・旧耐震基準の鉄骨造の建物については、建築後40年以上のものは試算上の区分を「改

築」とします。 

・上記以外は、試算上の区分を「長寿命」とします。 

※一般的に、構造耐力上主要な部分（柱、梁、床版、屋根版など）のコンクリートの強度が著しく低い

場合（概ね13.5N/㎟以下）は基本的に改修には適しません。 

 

②躯体以外の劣化状況の調査方法 

構造躯体以外の劣化状況等の評価については、各建物の劣化状況調査票を作成することによ

り、劣化状況を把握しました。 

具体的な調査の内容は、建物ごとの屋根・屋上、外壁、内部仕上、電気設備、機械設備の５

つの部位について劣化状況調査を行い、屋根・屋上、外壁については、目視調査により雨漏り

の状況や、ひび割れなどの状況を調査し、内部仕上、電気設備、機械設備については、目視調

査に加え、過去に行った工事などの実施年度から経過年数を調査しました。 

劣化状況の評価については、屋根・屋上、外壁は、改修後10年以内のものや汚れている程

度のものであり概ね良好なものをＡ、部分的なひび割れや雨水排水不良などの劣化があるもの

をＢ、広範囲にひび割れ、雨水排水不良などの劣化や内部に小規模な雨漏り痕があるものを

Ｃ、広範囲に幅広のひび割れや内部に複数の雨漏り痕があり、早急に対応する必要があるもの

をＤとして、４段階による評価を行いました。内部仕上、電気設備、機械設備は、経過年数が
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20年未満のものをＡ、20年～40年未満のものをＢ、40年以上のものをＣ、経過年数に関わ

らず著しい劣化の事象がある場合をＤとして４段階による評価を行いました。 

 

４段階評価を行った上で、Ａを100点、Ｂを75点、Ｃを40点、Ｄを10点とし、100点満

点で数値化した健全度という評価指標を算定します。健全度は数値が小さいほど劣化が進んで

いることを示しています。 

 
■劣化状況調査票 
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■評価基準 

●目視による評価【屋根・屋上、外壁】 

 評価 基準 

良好 Ａ 概ね良好 

 Ｂ 部分的に劣化（安全上、機能上問題なし） 

 Ｃ 広範囲に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し） 

 

劣化 

 

Ｄ 早急に対応する必要がある 

（安全上、機能上、問題あり） 

（躯体の耐久性に影響を与えている） 

（設備が故障し施設運営に支障をきたしている）等 

●経過年数による評価【内部仕上、電気設備、機械設備】 

 評価 基準 

良好 Ａ 20年未満 

 Ｂ 20年以上 40年未満 

 Ｃ 40年以上 

劣化 Ｄ 経過年数に関わらず著しい劣化事象がある場合 

 

■健全度の算定 

●部位の評価点       ●部位のコスト配分 

評価 評価点  部位 コスト配分 

Ａ 100  屋根・屋上 5.1 

Ｂ 75  外壁 17.2 

Ｃ 40  内部仕上 22.4 

Ｄ 10  電気設備 8.0 

   機械設備 7.3 

 合計 60 

●健全度 

健全度＝総和（部位の評価点×コスト配分）÷６０ 

※100 点満点にするためにコスト配分の合計で割っています。 

 

 

（２）評価結果 

上記の評価基準に基づいた保健・福祉施設の評価結果を次頁以降に示します。 

調査対象となる2棟のうち、劣化が進行していると判断したC及びD評価に着目すると、該

当する部位は今回見当たりませんでした。 

これらの評価を総合的に数値化した健全度において、その点数が低い施設が、施設の改修等

の優先順位が高いものとなり、国の基準では健全度40点未満の建物は、優先的に対策を講じ

ることが望ましいものとされていますが、施設部位ごとの劣化の進行状況にも着目して、適切

な時期に修繕を行っていくものとします。 
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図表 2-2-8 健全度の判定結果 
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【１.保健福祉会館にて確認された劣化事象】 

劣化状況 

   

屋根アスファルトシングル剥がれ 外壁塗装剥がれ 天井雨漏り跡 

 

【２.ふれあいホールにて確認された劣化事象】 

劣化状況 

   

屋根アスファルトシングル剥がれ 外壁塗装浮き 内壁亀裂 
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２－３ 個別施設の基本的な方針 

玉城町公共施設等総合管理計画 

●基本方針 

①計画的な長寿命化の推進 

・日常点検、法定点検を実施し、劣化状況の把握に努めるとともに、点検結果を踏まえた修

繕や改修の実施により予防保全に努めます。  

・建築後 30 年以上経過した施設については、大規模改修の検討を図るとともに、耐震補強

が必要な施設については耐震化を推進します。また、長寿命化計画の策定や点検等の強化

等により、計画的な維持管理を推進し、施設の長寿命化を図ります。  

②施設総量の適正化 

・著しく老朽化が進んでいますが、町民ニーズ等からみて廃止が難しい施設については、更

新や大規模改修等を図ることを基本としますが、周辺施設等の立地状況を踏まえながら、

施設の集約化等も検討します。  

・町民ニーズや上位・関連計画、費用対効果等を踏まえながら、少子高齢化、人口減少、厳

しい財政状況等を考慮し、必要なサービス水準を確保しながら施設総量の適正化（縮減）

を目指します。  

③費用の縮減と平準化 

・改修・更新費用の縮減と、更新時期の集中化を避けることによる費用の平準化を目指しま

す。  

④民間活力の導入  

・指定管理者制度の導入により、財政負担の軽減と行政サービスの維持・向上を図ります  

・PPP や PFI 等の手法を活用し、施設の整備や管理・運営における官民の連携を図り、財

政負担の軽減と行政サービスの維持・向上を図ります。 

●公共施設等の管理に関する基本的な考え方 

①点検・診断等の実施方針  

・公共施設等の劣化・損傷あるいは損傷等の進行のおそれのある不具合等を発見し、建物や

設備が適切な状態にあるのかを把握するため、建築基準法や消防法、その他関係法令に基

づく法定点検を定期的に実施します。  

・法定点検の対象とならない施設についても、法定点検の内容を参考に、これに準ずるよう

な点検を実施します。  

・点検・診断した結果・記録はデータベース化し、今後のメンテナンスに活用していくこと

により、効率的・効果的なマネジメントとＰＤＣＡサイクルの実現を図ります。  

・施設が所在する周辺の町民や施設利用者の声なども参考にします。  

②維持管理・修繕・更新等の実施方針  

・今後も保有する施設に対しては、損傷が発生してから対応する「事後保全型」では、損傷

が大きくなりすぎていて多大な費用を要するケースが多いことから、今後は、点検・診断

等の正確な分析から、損傷の推移を適切に予測し事故の発生を未然に防ぐ、「予防保全型」

の管理を実施します。  

・指定管理者制度は、利用者に対するサービス向上や競争原理の導入によるコスト縮減等の

メリットが期待できるため、存続を図っていく施設については、その導入に努めます。  

③安全確保の実施方針  

・点検・診断結果により、安全上問題のある施設については、費用面、利用状況、優先度等



 

- 24 - 

 

を踏まえて修繕・更新等による安全対策を実施します。  

・供用が廃止される施設については、安全確保の意味からも、解体・撤去等の対策を速やか

に講じます。  

④耐震化の実施方針  

・今後も継続して保有する公共建築物のうち、耐震化が未実施の施設は計画的に耐震化を図

ります。  

・耐震改修の実施に加え、災害時に非構造部材（外装材、窓ガラス、天井材等）の損傷や落

下による被害を防止するため、非構造部材の安全対策（落下防止対策等）を進めます。  

⑤長寿命化の実施方針  

・築 30 年以上が経過するとともに、大規模改修されていない公共施設で、今後も保有予定

の施設等については、費用面や利用状況を考慮しつつ大規模改修を実施します。  

・既存の長寿命化計画については、その推進を図るとともに、本計画に準じて継続的に見直

しを図ります。  

・今後新たに策定する長寿命化計画については、本計画における方向性と整合性を図ります。  

⑥統合や廃止の推進方針  

・今後、老朽化が進む公共建築物については、施設の整備状況、利用状況、運営状況、費用

の状況等を踏まえ、必要に応じて統合・廃止や規模縮小等を検討します。  

⑦総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針  

・本計画を推進していくため、本町の中で本計画の趣旨を周知するとともに、公共施設等を

所管する部署が本計画を踏まえて個別施設計画や長寿命化計画を立案することにより、着

実に本計画の実現を図っていきます。  

・また、着実に実施していくため、本計画に関しての職員向け研修会等を実施することによ

り、専門的能力を有する職員を継続的に養成します。 

●総合管理計画の施設類型別方針【保健・福祉施設】 

・「玉城町保健福祉会館」は、災害時などの役場二次機能や指定避難所として、福祉拠点施設

として、今後とも適正な維持管理により存続を図っていきます。施設の長寿命化を図るた

め、空調機・ボイラー・浴槽などの大規模設備改修をはじめ、照明のＬＥＤ化を進めてい

きます。 

 

●【保健・福祉施設】の長寿命化計画の基本方針 

・改築（建て替え）中心から長寿命化改修へ転換します。 

・改修にあたっては、現状回復だけではなく、安全性、機能向上により事故防止と防犯対策

を図ります。 

・定期的な点検と適切な維持管理により、生涯経費を削減し、財政負担の平準化を図ります。 
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２－４ 長寿命化へ向けた基本的な方針 

１．目標使用年数 

施設は長寿命化を図ることを前提として、施設使用の計画期間である「目標使用年数」を設定

します。 

目標使用年数は「建築物の耐久計画に関する考え方」（日本建築学会）を参考とし、本計画の対

象施設は「学校・官庁」の施設に位置付けられるとし、その指針に則って設定します。 

鉄筋コンクリート造、鉄骨造の場合は、耐久性の高低における高品質（Y100）と普通品質（Y60）

の間の概ね中間値を採用し 80 年とします。 

 

図表 2-4-1 建築物全体の望ましい目標耐用年数の級 

 

構造種別 

 

 

用途 

鉄筋コンクリート造 

鉄骨鉄筋コンクリート造 

鉄骨造 

ブロック造 

レンガ造 
木造 重量鉄骨 軽量鉄骨 

高品質 

の場合 

普通の品質

の場合 

高品質 

の場合 

普通の品質

の場合 
軽量鉄骨 

学校・官庁 Y100 以上 Y60 以上 Y100 以上 Y60 以上 Y40 以上 Y60 以上 Y60 以上 

住宅・事務所・病院 Y100 以上 Y60 以上 Y100 以上 Y60 以上 Y40 以上 Y60 以上 Y40 以上 

店舗・旅館・ホテル Y100 以上 Y60 以上 Y100 以上 Y60 以上 Y40 以上 Y60 以上 Y40 以上 

工場 Y40 以上 Y25 以上 Y40 以上 Y25 以上 Y25 以上 Y25 以上 Y25 以上 

※表における「高品質」、「普通の品質」の区別は、耐久性の高低を示す 

出典：建築物の耐久計画に関する考え方（日本建築学会） 

 

図表 2-4-2 目標耐用年数の級の区分の例 

級 
目標耐用年数 

代表値 範囲 下限値 

Ｙ150 150 年 120 年～200 年 120 年 

Ｙ100 100 年 80 年～120 年 80 年 

Ｙ60 60 年 50 年～80 年 50 年 

Ｙ40 40 年 30 年～50 年 30 年 

Ｙ25 25 年 20 年～30 年 20 年 

出典：建築物の耐久計画に関する考え方（日本建築学会） 

 

 

図表 2-4-3 建築物の望ましい目標耐用年数 

鉄筋コンクリート造 

鉄骨・鉄筋コンクリート造 
鉄骨造 木造 

80 年 80 年 60 年 

※鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、重量鉄骨造：Y100 と Y60 の間の中間値を採用し 80 年 
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２．改修周期 

建築物は、経年により劣化するとともに、利用ニーズや省エネ性能等の社会的要求の高まりへ

の対応も求められます。 

そこで、20 年周期で部位の更新時期に合わせた修繕を行うことを基本とし、加えて躯体の目標

耐用年数の中間年で、新築時の整備水準を超える長寿命化改修を行うことで、建築物を使用して

いる間、建築物に求められる性能が維持できる状態とすることが、標準的な長寿命化の考え方と

されています。 
 

図表 2-4-3 修繕・改修・建替えの標準イメージ（標準的な長寿命化の考え方） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（築 80 年まで使用する場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

60 

解体・ 

建替え（改築） 

原状回復 
（大規模改造） 

原状回復・機能向上 
（長寿命化改修） 

原状回復 
（大規模改造） 

■中間年で長寿命化改修を行い、機能向上を図る。 

20 40 竣工 

経年による機能・性能の劣化 

80 年 

長
寿
命
化
の
イ
メ
ー
ジ 

築 40年目 

長寿命化改修 

（原状回復・機能向上等） 

 

経年劣化による機能回復と、

社会的要求に対応するため

の機能向上を図る。 

 

•防水改修（断熱化） 

•外壁改修（断熱化） 

•内部改修 

•電気設備改修 

•照明設備改修 

•衛生設備改修 

•空調設備改修 

•バリアフリー改修 

•利用ニーズの変化等への対

応 等 

■劣化状況に応じた部位ごとの修繕・改修を行い 40～50 年程度で建替える。 

建替（改築） 

20 40 竣工 

築 20 年目 
大規模改造 

（原状回復等） 

 
経年劣化により通常発生す

る損耗、機能低下に対する機

能回復を図る。 

 

•防水改修 

•外壁改修 

•衛生設備改修 

•空調設備改修 等 

 

経年による機能・性能の劣化 

事後保全的な改修 

・屋上防水 
・外壁改修 
・電気設備改修 

・衛生設備改修 
・空調設備改修 等 

従
来 

改
築
中
心
の
イ
メ
ー
ジ 

築 60年目 

大規模改造 

（原状回復等） 

 

経年劣化により通常発生す

る損耗、機能低下に対する機

能回復を図る。 

 

•防水改修 

•外壁改修 

•衛生設備改修 

•空調設備改修 等 

 

部位修繕 



 

- 27 - 

 

第３章 施設整備水準等の設定 

３－１ 改修等の整備水準 

今後、施設の改修を行う際には、以下の視点に基づき、施設改修を実施するものとします。 

 

①建物の耐久性向上 

・構造躯体の経年劣化を回復（コンクリートの中性化対策や鉄筋の腐食対策等） 

・耐久性に優れた仕上材への取り替え（劣化に強い塗装・防水材等の使用） 

・維持管理や設備更新の容易性を確保 

・水道、電気、ガス管等のライフラインの更新 

 

②安全・安心な施設環境を確保 

・耐震対策（非構造部材を含む） 

・防災機能の強化 

・事故防止・防犯対策 

 

③環境の質的向上 

・省エネルギー化・再生可能エネルギーの活用 

・バリアフリー化 

 

 

３－２ 維持管理の水準・項目・手法 

建物の安全性を確保し、性能を適切に維持するためには建物の劣化を早期に把握し、劣化状況

に応じて早期に適切に対処することが必要です。 

そのため、定期的に建物や設備の点検を行い、その都度清掃や情報管理を実施します。 

 

図表 3-1 維持管理・手法の例 

維持管理の手法 維持管理の内容 点検等の頻度 

日常点検 設備機器の異常有無等の確認 毎日 

自主点検 破損・腐食等の劣化状況等の点検 一定の周期 

(1ヶ月、1年、3年等) 法定点検 法的に定められた箇所等の点検 

臨時点検 上記以外に行う臨時的な点検 随時 

清掃 建物延命化のための汚れの除去等 適宜、点検に合せて実施 

情報管理 点検履歴の作成、状況把握等 点検・改修・修繕後 
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図表：点検対象となる建物の部位（例） 

・屋上・屋根 

・外壁 

・外部建具（窓、扉等） 

・受変電設備 

・非常用発電設備 

・空調設備（エアコン、ボイラー） 

・換気設備（ダクト、送風機） 

・消防用設備（自動火災報知設備、屋内消火栓設備、消火器、誘導灯等） 

・給排水衛生設備（屋内給水設備、ポンプ類等） 等 

 

 

図表 3-2 日常的な点検の内容（例） 

点検設備 症状 危険性 留意点 

天井 ・天井ボードがはずれ、

落ちかけている。 

・天井にシミができた。 

・剥がれかかった天井ボ

ード等は落下の危険性が

あります。 

・天井のシミは漏水など

が考えられるので、専門

家による調査が必要で

す。 

内壁 ・壁モルタルに亀裂が入

った。 

・ボードが割れた。 

・トイレなどでタイルが

割れた、剥がれた。 

・モルタル等が欠け落ち

てくる可能性がありま

す。 

 

・木製扉のささくれ、ク

ギ等の突起物は怪我の原

因となるため、措置が必

要です。 

床 ・床シートが剥がれた、

摩耗した。 

・床タイルが剥がれた、

割れた。 

・階段の滑り止め金具が

外れた。 

・床の損傷は転倒など、

怪我の原因となります。 

・放置すると損傷が広が

ることがあるため、応急

措置が必要です。 

・床は濡れたままにする

と剥がれ、割れ等の原因

になるため、その都度ふ

き取ることが大切です。 

外壁 ・外壁、庇に亀裂が入っ

た。 

・外壁が落ちてきた。 

・鉄筋が露出している。 

・外壁が落下する危険性

があり、放置すると損傷

の範囲が広がることがあ

ります。 

・人が近づかないようバ

リケードを設置するなど

の措置を講じてくださ

い。 

・専門家による調査が必

要です。 

屋外階段 ・階段手すりがグラつ

く。 

・鉄骨階段にサビが発生

した。 

・手すり踏み板などの痛

みが著しい場合、緊急時

に避難する際、転倒する

など支障となります。 

・手すりのサビ、グラつ

きを点検してください。 

・サビが進行しないうち

に、塗装の塗り替えを行

うことが必要です。 

参考：安全で快適な学校施設を維持するために/文部科学省 
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第４章 実施計画（案） 

４－１ 改修等の優先順位付けと実施計画（案） 

原則、「2-4 長寿命化へ向けた基本的な方針」で設定した改修周期を基本として、建築物の経

過年数や劣化状況、また財政状況を勘案し、実施計画（案）の策定を進めます。 

 

図表 4-1 今後５年間の実施計画（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※今後５年間は、上記の施設を優先的に改修していく予定ですが、施設の老朽化状況や財政状況等によっては、

計画変更の可能性があります。 

※長寿命化改修等の概算事業費には、設計料等を含みます。 

  

年度

事業名称 施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費

新増築事業

改築事業

耐震化事業
（非構造部材の対策含む）

長寿命化改修

大規模改造（老朽）

防災関連事業

トイレ整備

空調整備 保健福祉会館 50
ふれあいホール 50

障害児等対策

特別支援学校の整備

部位修繕 保健福祉会館 6
(給湯設備)

100 6 0 0 0
合計

R3 R4 R5 R6

（百万円）

R7

2021 2022 2023 2024 2025
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４－２ 長寿命化のコストの見通し、長寿命化の効果 

長寿命化改修を行った場合、今後の40 年間の維持管理コストは総額で24.7 億円（年平均

0.62億円）となります。従来型から長寿命化型にシフトすることで、従来の改築（建替え）中

心の更新コスト29.2 億円より4.5 億円、15.4％の経費削減が期待できます。 

 

図表 4-2 今後の維持・管理コスト（長寿命化型） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※試算条件 

工種 周期 単価 

改築 80年 360,000円/㎡(※) 

長寿命化改修 40年 216,000円/㎡（改築単価×60%） 

大規模改造 20年 90.000円/㎡（改築単価×25%） 

・改築・長寿命化改修：工事期間 2年 

・大規模改造：工事期間 1年 

出典:学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書付属ソフト（文部科学省） 

(※）：「地方公共団体の財政分析等に関する調査研究会報告書 平成 23年 3月 財団法人 自治総合センター」、 
「公共施設等更新費用試算ソフト仕様書（平成 28年版）」）で示される単価 
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第５章 継続的運用方針 

５－１ 施設情報の整備 

本計画を進めていくにあたり、施設の基本情報や光熱水費をはじめとする運営費、改修・補修

等の工事履歴、点検情報など統一フォーマットで管理する保全情報データベースを整理し一元管

理を行っていきます。 

 

５－２ 推進体制等の整備 

上記で述べたデータベースを効果的に運用するには、「施設・設置者・専門業者」の協力及び連

携体制が重要となります。また、庁内関係部署間で横断的に連携を図りつつ、本計画を町全体の

取り組みとして推進するため、体制の構築を図ります。 

日常的な点検や定期点検により明らかになった「緊急性を要する修繕・改善事項」、「優先順位

の高い修繕・改善事項」などの情報をデータベースに集積し、その情報を庁内関係各課や営繕担

当者、各施設と共有して連携を図るとともに、個別施設計画に反映させ優先順位を見直すことで、

より効果的な整備メニューの検討や改修計画の見直し等が期待出来ます。 

 

図表 5-1 推進体制のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日常的な点検 

（職員） 
日常的な修繕 

緊急性を要する 

修繕・改善事項 

優先順位の高い 

修繕・改善事項 

緊急性を要する 

修繕・改善事項 

優先順位の高い 

修繕・改善事項 

定期点検 

（専門業者） 

庁内各課や 

営繕担当者との 

情報共有連携 

予算措置 

個別施設計画 

に基づく改修等 

優先順位の見直し 

データベース 

情報収集 

（保健福祉課） 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

玉城町公共施設等個別施設計画 

（保健・福祉施設編） 

令和 3 年 3 月 

 

玉城町 保健福祉課 
 

〒519-0495 

三重県度会郡玉城町田丸 114-2 

TEL：0596-58-8200（代表） 

https://kizuna.town.tamaki.mie.jp/ 


	１－１　計画策定の背景
	１－２　計画の目的
	１－３　計画期間
	１－４　計画対象施設
	２－１　玉城町の概要
	２－２　個別施設の概要
	２－３　個別施設の基本的な方針
	２－４　長寿命化へ向けた基本的な方針
	３－１　改修等の整備水準
	３－２　維持管理の水準・項目・手法
	４－１　改修等の優先順位付けと実施計画（案）
	４－２　長寿命化のコストの見通し、長寿命化の効果
	５－１　施設情報の整備
	５－２　推進体制等の整備

